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提出・問合せ先　□市 学校経営グループ　〒444―1398（住所不要）
　　　　　　　　☎52－1111（内線350） ■FAX52－1110　Eメール　gakkou@city.takahama.lg.jp

「高浜市教育大綱」の素案について
皆さんの意見を募集します

■素案の入手方法
①窓口での配布…市役所・いきいき広場・各公民館・各ふれあいプラザ・図書館で配布
②ホームページ…市公式ホームページからダウンロード可（８月17日（月）～）

■意見の募集期間　８月17日（月）～31日（月）　※郵送の場合は当日消印有効
■提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
①素案配布場所に設置してある「意見提出箱」へ投函
②学校経営グループ窓口（市役所３階2８番）へ持参
③郵送、ファクス、電子メールで提出
※提出にあたっては「氏名」「住所」「電話番号」「意見とその理由（該当箇所）」を明記してください。

■意見募集結果の公表　「広報たかはま」12月1日号を予定

地方教育行政制度改革として、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の
強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正
され、４月に施行されました。
これにより、教育長と教育委員長を１本化し、市長、教育委員会により構成される総合教育会議を設置して、地域

実情に応じた教育・学術および文化振興に関する総合的な施策の大綱※として「高浜市教育大綱」を策定することに
なりました。
そこで、「高浜市教育大綱」の素案がまとまりましたので、市民の皆さんの意見を募集します。寄せられた意見は、

大綱に反映できるかを検討し、後日、意見の採否やその理由などの概要を公表します。　　　　
※事柄の根本となるもの、大づかみにとらえた内容

大綱の基本目標　　「学校・家庭・地域が連携を深め、12年間の学びや育ちをつなげます」
基本施策
１.異校種間連携推進
＜具体的な取組み＞
・「中１ギャップ」に関する実態調査の実施、結果分析
・異校種参観の実施（年長・小１・小６・中１担任および希望する教職員）
・異校種間連携事業の実施
２.高浜カリキュラム推進
＜具体的な取組み＞
・これまでの年少「食育」、小３「福祉」、小４「環境」、中１「キャリア教育」を継続実践および必要な見直
し・改善

・平成27年度より、新たに、年中「食育」、小１「生活」、小５「安全・防犯」、中２「キャリア教育」を実践
および必要な見直し・改善

３.めざす子ども像の推進
＜具体的な取組み＞
・啓発用カレンダーを、園児、児童、生徒の各家庭や関係機関に配布する。
・あいさつ、読書強調月間を定める。
・互いを認め合える学校風土を常に意識しながら、いじめを許さない、見過ごさない体制づくりに努める。
・園児、児童、生徒一人ひとりの自己有用感を高め、自尊感情を育む心の居場所づくりを推進する。
・命や人権を尊重し、豊かな心を育てる人権教育・道徳教育の充実を図る。
・学区の地域の方々を「学校地域応援団（仮称）」と見立て、引き続き教育支援活動への協力をいただきな
がら、学校を核とした地域づくりを進める。

「高浜市教育大綱」素案の概要

パブリックコメント（意見募集）
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提出・問合せ先　□市総合政策グループ　〒444－1398（住所不要）
　　　　　　　　☎52－1111（内線365） ■FAX52－1110　Eメール　seisaku@city.takahama.lg.jp

高浜市自治基本条例
「検証中間報告」に対する
皆さんの意見を募集します

■「検証中間報告書」の入手方法
①窓口で配布…市役所・いきいき広場・各公民館・各ふれあいプラザ・図書館で配布
②ホームページ…市公式ホームページからダウンロード可

■意見の提出期間　８月17日（月）～９月14日（月）　※郵送の場合は当日消印有効
■提出方法　次のいずれかの方法により提出してください。
①「検証中間報告書」配布場所に設置してある「意見提出箱」へ投函
②総合政策グループ窓口（市役所３階23番）へ持参
③郵送、ファクス、電子メールで提出
※提出にあたっては「氏名」「住所」「電話番号」「意見とその理由（該当箇所）」を明記してください。

■意見募集結果の公表「広報たかはま」11月15日号を予定

※自治基本条例や検証委員会の詳しい内容は、市公式ホームページのトップバナー「高浜市自治基本条例」をクリック！
※検証委員会における協議の概要は、「広報たかはま」6月15日号・8月1日号に掲載

主な検証結果（概要）

▲自治基本条例　出前授業（小学６年生対象）

「自治基本条例」は、みんなで力をあわせて「住んで
よかった！」「いつまでも住み続けたい！」と思える高
浜市をつくっていくために、高浜市のまちづくりに関す
る理念や基本的な仕組みを定めたルール。
今年度が施行５年目にあたることから、各条文の精神をふまえた取組みが行われているか、各条文が現在の社会

情勢に合っているか、運用してみて不都合がないかなど、行政による内部検証、「自治基本条例検証委員会」（市民・
学識経験者・副市長の計７人で構成）による検証作業を経て、このほど「検証中間報告書」がまとまりました。
そこで、検証中間報告に対する意見を募集します。寄せられた意見は、条文の改正や今後の条例推進などに反映

できるかを検討し、後日、意見の採否やその理由などの概要を公表します。

パブリックコメント（意見募集）

検証項目 主な検証結果（概要）

推進の成果・
課題と今後の
取組みの方向
性

〔第４条　まちづくりの基本原則〕
・「参画・協働・情報共有」に関する行政の行動指針を「ガイド
ライン」として明確に示す必要がある。

〔第７条　市民の役割と責務〕
・「地域活動に参加している人の割合」が増加し（H22：45.4
％→H27：58.5％）、「一人ひとりが持っている力を出し合
い、みんなで高浜市を創り上げていく」という考え方が浸透し
つつある。

・今後も活動の裾野を広げていくため、まちづくりの意義・効果
などを伝え、参加・参画しやすい環境づくりに取り組む必要が
ある。

〔第12条　職員の役割と責務〕
・生活現場に根差した感覚を持ち続けるため「市民とともに」と
いう姿勢・行動が、今後ますます欠かせない。問題意識・使命
感を持った職員の育成に取り組む。

・内容・対象者にあわせて開催
日時を工夫するなど、参加・
参画しやすい配慮・工夫が必
要である。

・自治基本条例に込められた意
味は、まちづくりへの参加を
とおして次第にわかってく
る。参加のきっかけを、どの
ようにつくっていくかが課題
である。

・今後ますます自治やコミュニ
ティに関する学習の重要性が
高まってくる。継続的に取り
組んでいただきたい。

検証委員会からの主な意見

改正の必要性 改正（条文の追加・削除）や新たに追加すべき規定はない。


